
・カネツ商事株式会社は、株式会社東京金融取引所の「くりっく３６５」取引参
加者であるカネツFX証券株式会社から指定を受けた、媒介業者です。

・「くりっく３６５」は、株式会社東京金融取引所の登録商標であり、同取引所
が上場している取引所為替証拠金取引の愛称として使用するものです。

取 引 所 為 替 証 拠 金 取 引

取引所為替証拠金取引説明書補足資料

カネツFX証券 くりっく365

取引ガイド及び取引要綱

取引参加者 ： カネツＦＸ証券株式会社

媒介業者 ： カネツ商事株式会社



メッセージ

外国為替証拠金取引とは、証拠金（担保）の仕組みを利用することで、自分が保有して

いない通貨を売ることや、尐ない資金でより大きな金額の取引を行うことができるように

するなど、通常の外国為替取引よりも使い勝手を良くする工夫がされた取引手段です。

これまで取引を規制する法律は存在しませんでしたが、2005年7月より金融先物取引法

の対象商品となり、2007年9月より金融商品取引法の対象商品となりました。法規制の

骨子は、「金融庁への登録義務」、「財務基準の明確化」、「取引勧誘行為の規制」等で、

悪質な業者の排除を目的とするルールが定められています。

また、法律による規制とあわせて、透明、公正、集中的な取引の場を提供することを目

的として、東京金融取引所（金融取）において、外国為替証拠金取引の公設市場（取引

所為替証拠金取引市場）が開設されることとなりました。
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お取引開始の際には、「取引ガイド及び取引要綱」「取引所為替証拠金取引説明書及び約款・規程集」等を熟読し、
取引の内容や仕組み、リスクについて十分にご理解をいただき、ご検討くださいますようお願い申しあげます。
取引所為替証拠金取引（くりっく365）は、証券取引所や商品取引所で売買される取引所取引と同様に、東京金融取
引所（金融取）で取引される為替証拠金取引です。
取扱業者は、東京金融取引所の統一した基準によってお客様の受託業務を行いますが、お取引される会社によって
証拠金の額や取引手数料には違いがあります。
取扱業者は、東京金融取引所の厳格な参加基準に適合した会社であり、金融商品取引法に基づいてお客様の差入
証拠金の全額を取引所に預託する義務があります。
取引所為替証拠金取引は、他の店頭で取引されている為替証拠金取引とは異なるルールがございますので、内容
や取引手法等を十分にご理解いただくことが重要です。

●リスクのご説明

【価格変動リスク】

取引所為替証拠金取引は、取引する通貨の価格に基づき算出される金融指標の価格の変動に伴い差損が生じる
場合があり、元本や収益が保証されるものではありません。建玉を維持するために追加で証拠金を差し入れる必要
が生ずる場合があります。また、差入証拠金以上の損失が生ずる場合があります。

【レバレッジリスク】

取引所為替証拠金取引は、取引の額が預託された証拠金に比して大きくなるため、価格変動リスクその他のリスク
がその比率に応じて増幅されます。レバレッジにより、その取引について必要となる証拠金の最大25倍までのお取引
を行うことができます。お取引にあたっては、レバレッジ（てこ）リスクに充分留意され、余裕のあるお取引を心がけて
いただきますようお願いいたします。

【流動性リスク】

取引所為替証拠金取引で提示する為替レートには価格差（スプレッド）がございます。取引所為替証拠金取引では、
マーケットメイカーが買気配および売気配を提示し、それに対して投資家がヒットをして取引が成立する方式を取って
います。そのため、状況（天変地異、戦争、政変あるいは各国為替政策・規制の変更、為替相場の激変等）によって、
マーケットメイカーによる買気配および売気配の安定的、連続的な提示が難しくなることがあり、その結果、投資家に
不測の損失が生じる可能性があります。また、一部の通貨においては母国市場等が休業となる場合等には、臨時に
休場となる場合がございます。なお、平常時においても、流動性の低い通貨の取引を行う際には、希望する価格で
の取引ができないなどの不利益を被ることがあります。

【コンバージョンリスク】

クロスカレンシー取引においては、決済が当該通貨ではなく円貨でなされることから、決済時に当該通貨の為替リ
スクの他に円との為替リスクがあります。

【システム障害リスク】

取引参加者及び東京金融取引所のシステム、または投資家、インターネット業者、東京金融取引所の間を結ぶ通
信回線等に障害が発生した場合には、相場情報等の配信、発注・執行等が遅延したり、不可能になることがあり、そ
の結果、不測の損失が発生する可能性があります。

【情報リスク】

取引参加者または媒介業者からご提供させていただく情報は、取引所為替証拠金取引の参考としていただく資料
です。その記載情報は、信頼性、正確性、完全性において保証されるものではございません。また、情報内容も予告
なしに変更することもございます。

【信用リスク】

取引所為替証拠金取引においては、投資家の取引を受託する取引参加者に対し東京金融取引所が取引の相手
方となる「清算制度」を導入しており、投資家の証拠金は、全額、東京金融取引所が分別管理しているため、原則と
して保全されますが、取引参加者が破綻した場合には、その他の不測の損失を被る可能性があります。

重要事項のご説明

【金利変動リスク】

取引対象である通貨の金利が変動すること等により、保有する建玉のスワップポイントの受取額が減尐、または支
払額が増加する可能性があります。建玉を構成する2国間の金利水準が逆転した場合等には、スワップポイントが受
け取りから支払いに転じる可能性があります。また、一部の通貨においては対象通貨の需給の偏りにより、スワップ
ポイントが金利差を反映せず、場合によっては金利の高い方の通貨を買い、金利の低い方の通貨を売る建玉を保有
している場合であっても、スワップポイントの支払いが生じる可能性があります。
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くりっく365の特徴

【透明性の高い価格での取引】
「くりっく365」では、複数の金融機関(マーケットメイカー)が提示する価格のうち、最も有利な価格で
取引できます。価格の信頼性・有利性はもちろん、売買価格、取引状況についても開示されますの
で、透明かつ有利な価格での売買が可能です。

【スワップポイントは一本値】
「くりっく365」では、売り・買いの区別なく1つのスワップポイントをマーケットの実勢に応じて取引所が
決定するため、透明性が極めて高いといえます。

【取引コストの削減】
「くりっく365」では、取引所で集中的に取引が行われることにより、業者が分散して取引を行う非取
引所取引よりも取引コストが削減され、最終的に投資家の皆様が支払うコストが安価になることが
期待されます。

利有

【厳格な参加要件を満たした取引参加者（業者）のみが参加】
金融商品取引法と取引所の基準にもとづく資格要件をクリアした業者のみ取引所取引に取引参加
者として参加できます。
取引所の基準では金融商品取引法よりも厳しい資格要件を設定しているため、「くりっく365」の取扱
業者は金融商品取引法で求められている基準よりも高い財務体力を有していると言えます。

【より低い信用リスク】
「くりっく365」では、業者ではなく取引所が全ての取引の相手方となります。
そのため、投資家の皆様は業者に対して、取引の相手方としての信用（破綻）リスクを意識せずにす
みます。

【顧客証拠金の全額保護】
「くりっく365」では、お客さまからお預かりしたご資金は、取引所に全額預託することが義務づけられ
ています。そのため、取引参加者が万一破綻しても、取引所に預託された投資家の皆様の証拠金
は金融商品取引法の法的な保護を受けます。またお取引についての損益も全てお客様に帰属しま
す。

心安

【税制上の特徴】
「くりっく365」では「申告分離課税(税率は一律20%)」、「損失の３年間繰越控除」、「他の先物取引に
係る雑所得等との損益通算」といった税制上の特徴があります。詳しくはＰ．３「くりっく365の税制」を
ご覧ください。

制税
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くりっく365の税制

くりっく365（取引所為替証拠金取引）で発生した利益は、雑所得として申告分離課税の対象になります。
くりっく365における利益（手数料等の必要経費を控除できます）に対する税率は所得にかかわらず一律
２０％です。

税率（所得税＋市町村民税＋都道府県民税） 概算表

所得金額 くりっく365（申告分離課税） 給与所得等（総合課税）

１９５万円以下部分

２０％

１５％

３３０万円以下部分 ２０％

６９５万円以下部分 ３０％

９００万円以下部分 ３３％

１８００万円以下部分 ４３％

１８００万円超部分 ５０％

①税率は一律２０％

※給与所得や一時所得に対する税率は所得に応じた累進税率です。
※いずれの税率も所得税と住民税の合計を表示しています。確定申告時の支払いは所得税の金額となり、住民税の
分は賦課方式で支払いを求められます。

※平成23年12月31日以前に、店頭FX取引で発生した利益については、給与所得等に合算され、総合課税されます。

くりっく365（取引所為替証拠金取引）で生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、
確定申告により、翌年以降３年間にわたり、先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除できます。

③損失が発生した場合、翌年以降３年間にわたり損失を繰越することが可能

※詳細は国税庁ホームページ「先物取引に係る雑所得等の説明書」をご参照ください。
※平成23年12月31日以前に、店頭金融デリバティブ取引及び店頭商品デリバティブ取引において発生した損失につい
ては、繰越控除をすることができません。

②他の上場・非上場先物取引等との損益通算が可能

くりっく365（取引所為替証拠金取引）で生じた損益は、くりっく株365（取引所株価指数証拠金取引）、日経平
均先物などの有価証券先物取引、金先物などの商品先物取引、店頭為替証拠金取引を含む店頭金融デリバ
ティブ取引、及び店頭商品デリバティブ取引において発生した損益と損益通算した金額を課税申告することが
可能です。

※平成23年12月31日以前に、店頭金融デリバティブ取引や店頭商品デリバティブ取引において発生した損益について
は、他の上場先物取引等と損益通算をすることは出来ません。
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取引画面イメージ

【取引レートの見方】
売りのレート（ビッド）

買いのレート（オファー）

【ツーウェイ方式】
お客様が取引できる売りと買い
のレートを同時に提示する方式

お取引の詳細についてはＰ．１９「取引要綱」をご覧ください。

※上記のレートは、対円通貨は１通貨単位（ただし、韓国ウォンのみ100通貨単位）あたりの円価を示しています。ク
ロスカレンシー通貨は左辺の1通貨単位あたりの右辺通貨建ての価格を示しています。

※くりっく365で提示するレートには買気配と売気配とで価格差（スプレッド）があります。
※トリガ（成行）注文の場合、指定値段よりも不利なレートで成立する場合があります。
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ロールオーバー

スワップポイント

インタ－バンク市場の為替取引には、現時点で通貨の交換を行う直物為替（スポット）と将来の時点で通貨の交
換を行う先物為替（フォワ－ド）があります。インターバンク市場のスポット取引は通常、取引を行った２営業日後
に通貨の決済が行われます。これをそのまま適用するのであれば、実際の通貨の受渡しを行わない個人の投資
家は1日のうちに必ず差金決済（反対売買）によって、ポジションを決済しなければなりません。これでは非常に使
い勝手の悪いものと言わざるを得ません。
そこで、くりっく365においては、未決済のポジションを１日の終わりに決済日がその翌営業日となるように取引の
切り替えを行い、決済日を１日づつ繰り延べていく作業を行います。これを「ロールオーバー」といいます。この際
に、２通貨間のスワップポイントの受け払いが発生します。ロールオーバーによってお客さまのポジションの決済
日は、自動的に同一値段で無期限に延長することができます。ロールオーバーには手数料は発生しません。くりっ
く365ではロールオーバーにより発生する損益は評価損益相当額およびＳＰ相当額（スワップポイント相当額）の項
目に反映し、決済処理が完了するまでお預り金には反映されません。

為替取引とは通貨の交換です。ポジションを持ち続けることにより、期間に応じた取引通貨間の金利差調整分の
受け払いが生じます。この金利差調整分がスワップポイントです。そのため、通常、高金利の通貨を買って低金利
の通貨を売るポジションを持つと、スワップポイントを受け取ることができ、逆に高金利の通貨を売って低金利の通
貨を買うポジションを持つとスワップポイントの支払いが発生します。
くりっく365のスワップポイントは金利情勢及び為替レートの実勢等に応じて取引所が毎日決定します。
くりっく365のスワップポイントは売り買いの区別なく、１本値となります。
くりっく365では、ポジションを決済するまでスワップポイントはスワップポイント相当額として計算されます。

【スワップポイント付与日数イメージ図】

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

スワップポイント付与日数

1日分 1日分 3日分 1日分 1日分 0日分 0日分 1日分 1日分 3日分

ロール
オーバー

※スワップポイントの付与日数は、取引した通貨の母国市場の祝祭日によって異なります。
※スワップポイントの付与日数については取引画面の「運用カレンダ照会」をご覧ください。またはくりっく365ホーム
ページをご覧ください。

ロール
オーバー

ロール
オーバー

ロール
オーバー

（中国人民元／円・韓国ウォン／円・インドルピー／円は除く）



取引の流れ

口座設定書類のご提出により、社内規程に基づき審査をいたします。
お取引等のご理解状況の確認や適合性の確認のために電話にてご連絡いたします。
（書類に不備が認められた場合、審査の対象外となる場合がございますので、ご記入漏
れにご注意ください）

お取引を始める前に、取引ガイド及び取引要綱、取引所為替証拠金取引説明書及び約款・
規程集、約諾書及び受託契約準則をよくお読みください。
取引の内容や仕組み、リスク等について、十分にご理解のうえ、お申込みください。

１．はじめに

２．口座設定書類の提出

口座設定申込書、確認書及び同意書、口座設定約諾書、媒介約諾書
口座設定に必要な書類の必要事項をご記入、ご捺印のうえご提出ください。

本人確認書類
口座設定時に、お客様ご本人の氏名と住所、生年月日を確認できるものが必要になります。
個人の方・・・運転免許証、パスポート、各種健康保険証等のコピー
法人の方・・・登記事項証明書、印鑑登録証明書

総合コースかインターネットコースをお選びください。
詳しくはＰ21、Ｐ22をご覧ください。

３．審査

４．ログインＩＤ等発行

審査が無事終了しますと、お客様にログインＩＤ、パスワードを発行いたします。
口座設定申込書に記載のご自宅住所宛てに書留郵便にてログインＩＤ、パスワードが記載さ
れた通知書（口座開設通知書）をお送りいたします。

６
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カネツFX証券の指定する口座にお振込みください。
お振込先は口座開設通知書にてご案内いたします。または下記ダイヤルまでお問い合わせ
ください。カネツFX証券の「くりっく株365（CFD）」の振込口座と異なりますのでご注意ください。

５．証拠金の預託

カネツFX証券 コンサルティング部 ： ０１２０－９５－８１８１

※お客様からカネツFX証券への振込手数料はお客様負担です。
※カネツFX証券からお客様への振込手数料はカネツFX証券負担です。
※口座開設前、口座開設通知書受領前には振込先はお知らせできません。
※くりっく365とくりっく株365の証拠金は別口座で管理されています。
※くりっく365とくりっく株365で証拠金を振り替えるためには別途手続きが必要となりますのでお申し出ください。

売買注文の際には、くりっく365で取引をすることを伝えたうえ通貨ペア、売買の区別、新規/決済
の区別、取引執行方法、取引単位数、注文の有効期限、その他の条件をご指示ください。

６．お取引

７．書類の確認

※ 年間取引報告書（確定申告用）についてはお客様全員にご郵送いたします。

取引時間内に預託証拠金の出金依頼があったお客様には、翌銀行営業日にお客様名義の
指定口座へ送金いたします。振込手数料はカネツFX証券負担です。

８．証拠金の返還

【総合コースの方】

カネツFX証券のホームページより、お客様の取引画面にログインしていただき、ご自身でご注文
を発注していただきます。操作手順につきまして、別冊の「くりっく365操作マニュアル」をご参照く
ださい。

【インターネットコースの方】

①当該取引日毎に取引報告書
②ご入金の際には取引証拠金受領書又は証拠金残高通知書・入出金明細書
③定期報告書

【総合コースの方】 下記の書類を郵送いたします。

上記の報告書を書面による交付に代えて電子交付とさせていただきます。

【インターネットコースの方】



８

売買の計算例

米ドル/円を90.00円で10枚新規買い、30日後に91.00円で売り決済した場合

※1日1枚あたり10円のスワップポイントを受け取ることができると仮定します。

例１）

1円の売買益

売決済

買新規

91円

90円

売買損益

（91.00円 - 90.00円）×10000米ドル ×10枚＝ 10万円

スワップポイント損益

10円×10枚×30日 ＝ 3,000円

取引損益は10万3,000円の利益となった

※取引損益 ＝ 売買損益 ＋ スワップポイント損益
※取引に伴う委託手数料は別途発生いたします。

米ドル/円を90.00円で10枚新規売り、30日後に89.00円で買い決済した場合

※1日1枚あたり10円のスワップポイントを支払うと仮定します。

例２）

1円の売買益

買決済

売新規
90円

89円

売買損益

（90.00円 - 89.00円）×10000米ドル ×10枚＝ 10万円

スワップポイント損益

▲10円×10枚×30日 ＝ ▲3,000円

取引損益は9万7,000円の利益となった
※取引損益 ＝ 売買損益 ＋ スワップポイント損益
※取引に伴う委託手数料は別途発生いたします。

思惑に反して相場が動いた場合、上記の例とは反対に取引損益は損
失となります。

（3,000円の受け取り）

（3,000円の支払い）



９

ユーロ/米ドルを1.3000ドルで10枚新規買い、30日後に1.3500ドルで売り決済
した場合 ※1日1枚あたり0.05ドルのスワップポイントを受け取ることができると仮定します。

例３）

0.05ドルの売買益

売決済

買新規

1.3500

1.3000

取引損益は45万1,350円の利益となった

※取引損益 ＝ 売買損益 ＋ スワップポイント損益
※取引に伴う委託手数料は別途発生いたします。

売買損益

（1.3500ドル - 1.3000ドル）×10000ユーロ

×10枚＝ 5,000ドル

※決済した日の米ドル/円清算価格が90.00円だったとすると・・・

5,000ドル×90.00円 ＝ 45万円

スワップポイント損益

0.05ドル×10枚×30日 ＝ 15ドル

※決済した日の米ドル/円清算価格が90.00円だったとすると・・・

15ドル×90.00円 ＝ 1,350円

思惑に反して相場が動いた場合、上記の例とは反対に取引損益は損
失となります。

（ 1,350円の受け取り）



１０

注文方法

成行注文

価格を指定せず、発注した時に市場で売買できる価格にて即時に取引を成立させる注文手法です。
市場で提示されている買気配や売気配の数量によっては、注文が分割して成立したり、成立値段が一部異なっ
たものとなる可能性があります。なお、相対する買気配や売気配が無く、注文の一部又は全部が即時に成立でき
ない場合には、残った注文数量はすべて取り消されます。

指値注文

指定した価格又はそれより有利な価格で取引が成立する注文手法で、価格の限度（売りであれば下限価格、買
いであれば上限価格）を示して行う注文です。あらかじめ、取引をしたい価格が明確になっている場合に使います。
指値注文は、成立するまで又は注文を取消するまで有効な注文となり、その注文の有効期限が終了するまで残る
こととなります。

（逆指値注文）

発注時に指定した価格以上に実勢価格が上昇した時に即時約定させる買い注文が出される注文、または指定
した価格以下に実勢価格が下落した時に即時約定させる売り注文が出される注文です。買いポジションを保有し
ている時に相場が下落したので、損失確定の決済売りを行うなどの利用が一般的です。また、相場が一定のボッ
クス圏から離れて上昇（下降）トレンドに入るときに順張りの新規買い（売り）を入れる場合にも利用できます。

トリガ（成行）注文

※トリガ（成行）注文は、トリガ価格到達後、成行として執行されますので、指定価格と異なった価格で約定することが
あり、指定価格での成立を保証するものではありません。

※トリガ（成行）注文の場合、指定値段よりも不利なレートで成立する場合があります。

発注時に指定した価格に上昇した時に指定値段の買い指値となる注文、または指定した価格に下落した時に指
定値段の売り指値となる売り注文のことです。トリガ(成行)注文に比べ価格の限度を指定することでトリガ価格か
ら著しく乖離した価格での約定を防ぐ効果があります。
トリガを引く値段と、トリガが引かれた後に指値とする値段の二つの値段を入力する必要があります。

トリガ（指値）注文

※OCO注文では利用できません。
※トリガ価格到達後に値段がそのまま動いてしまったら取引は成立しません。このため、損失を限定するための注文と
しては不向きな注文方法です。（トリガ(成行)注文をご利用ください）



ある注文が約定することを条件に別途指定した注文が有効となる組み合わせ注文です。例えば、新規の買いポ
ジションを作るための買い指値注文が約定した場合に、そのポジションを転売して利喰うための売り指値注文を発
注する時に利用できます。
二つ目の注文として、指値、トリガ（成行）、トリガ（指値）、OCO注文が選択できます。

ＩＦ ＤＯＮＥ 注文

※ 一方の注文が約定すれば、もう一方の注文は取消されます。
※ OCO注文で、指値注文と組み合わせができるのはトリガ（成行）注文のみとなります。

※ IFDONE注文における必要証拠金額は片道分となります。

取引イメージ

取引イメージ

１１

米ドル/円90.00円の買いポジションを保有しています。

 91.00円になったら転売 （利食い）
 89.00円になったら転売 （損切り）

の2通りの注文を出せます。

相場が上昇した場合
91円で利益確定の売り

相場が下落した場合
89円で損失確定の売り

90円で新規買い

OCO注文発注

OCO注文発注

現在の相場
90.00円

ＩＦ注文：89円になったら買い
89円

91円

ＤＯＮＥ注文：
91円になったら利益確定の売り

現在、米ドル/円のレートは90.00円です。

 89.00円になったら新規買い （ＩＦ注文）
 ＩＦ注文が成立したら、91.00円の決済売り （ＤＯＮＥ注文）

のように新規注文と決済注文を同時に出せます。

ＯＣＯ注文

買い指値注文と買いトリガ（成行）注文、あるいは売り指値注文と売りトリガ（成行）注文という２つの注文をセット
で発注し、一方（例えば買い指値注文）が約定したら、もう一方の注文（買いトリガ（成行）注文）が自動的に取消さ
れる注文手法です。OCOはOne Cancel the Otherの省略形です。一方の注文の全部ではなく、一部数量のみ（例
えば１０枚の買い指値注文のうち３枚）が約定した場合には、その約定した数量分だけもう一方の注文（買いトリガ
（成行）注文３枚）が取消されることになります。
この手法は保有しているポジションの反対売買として、利喰いと損切り注文を同時に入れる場合に利用できます。
また、新規の買いポジションを作る場合に、指値注文でボックス圏相場時に底値付近での買いを狙い、相場がそ
のレベルまで下がることなく上昇トレンドに入った場合への備えとして追随での買い注文をトリガ（成行）注文で発
注するような場合にも利用できます。



１２

取引画面上のレートをクリックしてIOC注文を発注するという、注文手法です。IOCとはイミディエイトオアキャンセ
ルの略で、指定した値段よりも有利な値段で注文時に即時取引できない場合には成立しなかった残りの注文数量
はすべて不成立となり、取り消されます。

ストリーミング注文

連続注文

単一注文やOCO注文による注文が約定したら、自動で別途指定した注文を発注することができるというような注
文手法です。”米ドル円の決済注文が成立したら、豪ドル円の新規注文を出したい”などという場合に利用すること
ができます。

※１つ目の注文が一部約定した場合は２つ目の注文は発注されず、１つ目の注文の残りの注文が指値注文として残り
ます。

※成立前の指値注文・トリガ(成行)注文・トリガ(指値)注文は、指定値段の変更及び注文の取消ができます。
※新規に相当する注文を発注する場合には該当する発注証拠金額以上の発注可能額が必要となります。
※決済に相当する注文を発注する場合には発注証拠金は必要ありません。
※OCO注文で、指値注文と組み合わせができるのはトリガ(成行)注文のみとなります。
※IFDONE注文における必要証拠金の額は片道分となります。
※注文の有効期限は、当日とＧＴＣのいずれかが選択できます。



決済注文について

建玉整理

同一銘柄の売りポジションと買いポジションを同時決済するときに利用する注文方法です。市場に注文を出さず
に同値で決済することができます。どちらか一方のポジションの保有枚数が多い方に合わせて反対ポジションを複
数指定することもできます。また、建玉整理には取引手数料はかかりません。

決済方法は決済指定とオートネッティングの２種類の方法から選択することができます。
標準設定は決済指定方式となっています。

同一銘柄の保有ポジションに対して反対の売買が成立した際に、自動的に決済とする方法です。決済の順番は、
建玉が古いものから決済される、先入先出法によります。

オートネッティング

※一回の注文で一度に発注することができるのは同一銘柄・同一売買区分の注文になります。
※決済の対象建玉を指定する際には決済対象玉をお間違いのないようご注意ください。
※新規や決済の注文を出される際は、決済方法の設定状況に注意してください。

１３

決済指定

保有しているポジションの中から、決済したいものを指定して注文を出す方法です。また、決済指定しない場合
は同一銘柄で新規に売りと買いのポジションを同時に保有することになります。その際の必要証拠金額は、売りポ
ジションと買いポジションの保有数が多い方のポジションの枚数分になります。

決済建玉の指定方法

取引画面の『建玉一覧照会』から、決済したい建玉を選び、<決済／
建玉>項目のチェック欄をクリックして下部の注文方法を指定します。

注文画面が開きますので＜新規／決済＞項目が『決済』になってい
ることを確認します。また、下部には決済対象玉の概要が表示されま
すのでコチラも確認の上、注文を出してください。

＜両建てについて＞

• 両建てとは、同一商品の売りポジションと買いポジションを同時に保有することを言います。売りと買いの両方のポ
ジションを同枚数保有した場合、その後の相場変動に伴う評価損益の変動は売りと買いで相殺関係になります（例
えば、売りで10の評価損が発生すると、買いでは10の評価益が発生します。）ので、売り買いの合算では評価損益
は変動しなくなります。

• 両建て状態となっている場合、くりっく365の必要証拠金（建玉を維持するために必要な金額）の算出対象となる建
玉数量は、売建玉と買建玉のうち数量の多いほうの建玉に対して計算されます。

• 両建てに係る取引は、その特性をよく理解した上で、ご判断ください。



１４

証拠金状況の見方

【表示内容解説】

有効比率 有効証拠金額を必要証拠金額で割った数値、５０％を割り込むとロスカットとなります。

証拠金預託額 預託されている証拠金の総額(当日入金額を含む総額)

損益合計 評価損益相当額とSP相当額と決済損益予定額の合計額。

発注可能額 画面を表示した時点（本ページでは以下「現在」といいます。）で新たな注文に利用できる金額。

出金可能額 証拠金預託額または発注可能額の尐ない方の金額

出金指示額 出金を依頼されている額。（実際に出金される金額は清算価格決定後の出金可能額が上
限となります。）

有効証拠金額 証拠金預託額から、評価損益相当額・SP相当額・決済損益予定額・未払手数料・出金指示
額を加減算した額。現在お持ちの建玉をすべて決済した時に残る資金の概算額。（実質の
残金）
※決済時の残金はこの金額より決済手数料の金額だけ尐なくなります。

当日入金額 当該営業日において、入金が確認できた金額。

前日証拠金不足額 前取引日終了時点での証拠金不足額。

必要証拠金額 建玉を維持するために必要な証拠金額。

発注証拠金額 現在発注している注文に必要な証拠金額。

評価損益相当額 現在保有している建玉の評価損益合計額。

SP相当額 現在保有している建玉のスワップポイント合計額。

決済損益予定額 反対売買により確定した損益で証拠金預託額に反映されていない金額。決済日（通常２営
業日後または７営業日後）を迎えると証拠金預託額に反映されます。
※新規注文を出す際の証拠金としては利用可能ですが、証拠金預託額に反映されるまで
は出金できません。

未払手数料 取引により発生した手数料。翌銀行営業日に証拠金預託額から引かれます｡

手数料未収金額 証拠金の不足により前日に引き落としができなかった手数料の金額。



必要証拠金額の取り扱いについて

証拠金の算出対象となる建玉数量は売建玉と買建玉の数量の多い方で計算されます。

必要証拠金額 ＝ 1枚あたりの必要証拠金 × 建玉数量 （ 売建玉と買建玉の数量の多い方 ）

売り② 1枚

売り③ 1枚

売り④ 1枚

売り⑤ 1枚

売り① 1枚

買い② 1枚

買い③ 1枚

買い① 1枚

必要証拠金
５枚分

実際に注文を発注する場合には必要証拠金に取引手数料を
加えた金額以上の発注可能額が必要となります。

証拠金の計算

発注可能額の計算

発注可能額 ＝ 証拠金預託額＋決済損益予定額

－（ 必要証拠金額＋発注証拠金額＋発注注文の手数料＋出金指示額＋未払手数料 ）

－（ 評価損益相当額とＳＰ相当額の合計が損失ならその金額 ）

出金可能額の計算

出金可能額 ＝ 証拠金預託額 と 発注可能額のどちらか尐ないほうの金額

※有効証拠金額は実質的な残金額を示します。

有効証拠金額 ＝ 証拠金預託額＋評価損益相当額＋ＳＰ相当額＋決済損益予定額
－未払手数料－出金指示額

有効比率 ＝ 有効証拠金額÷必要証拠金額×１００％

有効比率・有効証拠金額の計算

１５



１６

有効比率が５０％を割り込むとすべての建玉が自動的に決済されます。
ただし、取引時間外の通貨ペアがあり、決済されていない場合、付合せ開始後、当該通
貨ペアに対する決済が執行されます。

ロスカット

くりっく365（取引所為替証拠金取引）はレバレッジ取引のため、リスク管理が非常に重要となっています。お客様
がお持ちのポジションについて急激な価格変動に伴う損失の拡大を防ぐために、カネツFX証券では有効比率に基
づくロスカット基準を設けています。なお、リスク管理のお手伝いのために同基準を設けておりますが、この基準に
頼るだけではなく、お客様ご自身においてしっかりとしたリスク管理をされますようお願いいたします。

ロスカット

※有効比率のチェックは５分毎に行われます。有効比率の計算方法についてはＰ15「証拠金の計算」をご覧ください。
※５分毎のチェックの間、または市場の休場中などに相場に大幅な変動があった場合、損失が証拠金預託額の範囲
内で収まらない場合があります。

※証拠金預託額を越える損失が発生した場合には、該当の金額をご入金いただく必要がございます。

新規建玉制限について

入金限度額を超える入金があった場合、不足金が確定かつ未入金の場合、カネツFX証券の定めた日時までに
取引関係書類のご提出がなされない場合などに新規の建玉を制限させていただきます。新規建玉制限の状態で
は新規に相当するご注文を発注することができません。

売① 1枚

売② 1枚

売③ 1枚

買① 1枚

買② 1枚

売① 1枚

売② 1枚

売③ 1枚

買① 1枚

買② 1枚

買③ 1枚

×例）両建てにする場合

→注文不可

売① 1枚

売② 1枚

買① 1枚

買② 1枚

売① 1枚

売② 1枚

売③ 1枚

買① 1枚

買② 1枚×例）新規に建玉する場合

→注文不可

アラートについて

※ 評価損益相当額の悪化をお客様にお知らせするため、有効比率がアラート基準を割り込むと、アラート通知をいた
します。（有効比率のチェックは５分毎に行われます。）

※ アラート基準の初期設定は有効比率１００％となっております。なお、アラート基準はお客様の任意の水準に変更で
きます。

※ アラートのお知らせは、お客様の取引画面にてご確認いただけます。また、総合コースのお客様にはこれらに加え、
日中には担当者よりご連絡いたします。

※ アラートのお知らせは、発生した時間帯や値動き等によっては、ロスカット発生前にご連絡できない場合がございま
す。



１７

不足金

くりっく365では、１日の取引終了時に有効証拠金額が必要証拠金額を下回ると不足が発生します。発生する証
拠金不足額は必要証拠金額を有効証拠金額が下回る分となります。証拠金不足額が発生した場合、建玉を維持
するためには入金必要額以上のご入金が必要となります。

入金確認入金未確認３

１２

日本時間午後3：00時点

５

１２

日本時間午後5：00時点

全ての建玉が強制決済されます。
新規建玉制限は翌日の取引開始
時まで解除されません。

入金が確認され次第、不足解消
となり、新規建玉制限が解除され
ます。

６

１２

１日取引時間終了
（日本時間午前6：55）
（夏時間のときは日本時間午前5:55）

不足金確定 （新規建玉が制限されます）

不足金発生の流れ

※入金必要額の一部入金および建玉の一部決済では不足解消とはなりません。
※入金せずにご自身ですべて決済することも可能ですが、新規建玉制限は翌日の取引開始時まで解除さ
れません。

※入金前に相場変動によりロスカットに該当した場合は自動的に決済されます。この場合も入金必要額の
ご入金が確認できるまでは新規建玉制限は翌日の取引開始時まで解除されません。

※不足金確定後、相場変動により有効証拠金額が必要証拠金額を上回った場合でも、入金が確認できな
い場合はカネツFX証券の規定により、午後５時時点で建玉すべてが強制決済されます。

※強制決済時に取引時間外の建玉は当該建玉の取引開始時点で決済されます。すべての建玉が決済さ
れるまでは新たな取引ができません。

※金曜日の取引終了後に不足金が確定した場合の入金期限は翌週初めの営業日の午後３時となります。
※日本の祝日の前取引日終了時点に不足が確定した場合には不足金確定として扱われず、祝日中の強制
決済は実施されません。

前日証拠金不足額 ＝ 必要証拠金額 ＋発注証拠金額－ 有効証拠金額－ 未払手数料

入金必要額 ＝ 前日証拠金不足額＋ 手数料未収金額

※前日証拠金不足額および手数料未収金額は取引画面の「証拠金状況照会」からご確認いただけます。
※不足金発生のお知らせは、お客様の取引画面にてご確認いただけます。また、総合コースのお客様にはこれらに加
え、担当者よりご連絡いたします。

※発注証拠金額により不足金が発生し、入金必要額が発注証拠金額の範囲内の場合は、発注中の注文を取消し、カ
ネツFX証券へのご連絡があった段階で不足解消となります。

※手数料未収金額が発生し、かつ、有効証拠金額が必要証拠金額に満たない場合も、不足の発生となります。



入出金に関する事項

出金について

ご出金はシステム稼働時間中であればいつでも取引画面より指示することができます。
取引時間内に出金指示を出した場合、翌銀行営業日にお客様のご指定いただいた口座にお振込みいたします。

入金について

カネツFX証券の指定する口座にお振込みください。お振込先は口座開設通知書に同封し、ご案内いたします。
カネツFX証券でのお振込みの確認は午後７時までとなります。午後７時以降のご入金は、翌営業日の確認となり
ます。
お客様があらかじめ定めた入金限度額の範囲内でのご入金をお願いします。入金限度額を超える入金が行われ
た場合には新規の建玉を制限させていただきます。

※清算価格決定後、出金可能額を基準に出金が処理されます。相場変動により評価損益が悪化した場合には出金額
が制限されます。

※出金指示により有効証拠金額が減尐します。これによりロスカットおよび不足金が発生する価格水準が変わります
のでご注意ください。

※決済による益金は、証拠金預託額に反映された日（決済日）以降に出金指示が可能になります。
※取引日でない日に出金指示を出した場合、翌取引日の受付となり、翌々取引日以降の銀行営業日に出金されます。
（例：日曜日の出金指示は月曜日の受付となり、火曜日に出金されます。）

※カネツFX証券からお客様の指定口座への送金手数料はカネツFX証券負担です。

１８

※ ご入金の際の振込手数料はお客様負担となります。
※ 当日扱いで入金されなかった場合には、当日中に入金確認することはできません。
※ 当日扱いとなる時間については、お客様がご利用になられる銀行により変わります。お手数ですが、ご利用の銀行
にお問い合わせください。
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取引時間

適用期間 曜日 プレオープン時間 開始時間 終了時間

米国ニューヨーク州
サマータイム非適用期間

月曜日 午前6:10～7:10 午前7:10 翌午前6:55

火～木曜日 午前7:45～7:55 午前7:55 翌午前6:55

金曜日 午前7:45～7:55 午前7:55 翌午前6:00

米国ニューヨーク州
サマータイム期間

月曜日 午前6:10～7:10 午前7:10 翌午前5:55

火～木曜日 午前6:45～6:55 午前6:55 翌午前5:55

金曜日 午前6:45～6:55 午前6:55 翌午前5:00

１）対円通貨 (中国人民元／円、韓国ウォン／円、インドルピー／円以外)

適用期間 曜日 プレオープン時間 開始時間 終了時間

米国ニューヨーク州
サマータイム非適用期間

月～木曜日 午前10:20～10:30 午前10:30 翌午前6:25

金曜日 午前10:20～10:30 午前10:30 翌午前5:30

米国ニューヨーク州
サマータイム期間

月～木曜日 午前10:20～10:30 午前10:30 翌午前5:25

金曜日 午前10:20～10:30 午前10:30 翌午前4:30

２）中国人民元／円

適用期間 曜日 プレオープン時間 開始時間 終了時間

米国ニューヨーク州
サマータイム非適用期間

月～木曜日 午前8:50～9:00 午前9:00 翌午前6:25

金曜日 午前8:50～9:00 午前9:00 翌午前5:30

米国ニューヨーク州
サマータイム期間

月～木曜日 午前8:50～9:00 午前9:00 翌午前5:25

金曜日 午前8:50～9:00 午前9:00 翌午前4:30

３）韓国ウォン／円

取引要綱

取引証拠金 カネツＦＸ証券の定める取引所為替証拠金取引に係る必要証拠金額は
定額方式とし、取引所が算出し公表する為替証拠金基準額を基に別に
定めます。
各通貨ペアにおける必要証拠金額は別紙をご覧ください。

※取引所の算出する為替証拠金基準額は、相場変動等の状況に鑑み、

所定の計算式に従い一週間ごとに見直しされます。証拠金規制のた
め金商業府令の改正により、取引の額（想定元本）に対する証拠金
の比率が定められ、平成23年8月1日以降は4％以上（レバレッジ上
限25倍以内）とすることとなりました。



２０

取引日 土曜日、日曜日、1月1日を除く毎日

※1月1日が日曜日の場合は1月2日も休場となります。
※日本の祝祭日(1月1日以外)も取引を行うことが可能です。
※中国人民元／円・韓国ウォン／円・インドルピー／円は12月25日（日曜日の場合は12月26
日）も休場となります。

決済日 ある取引日における決済日は原則2営業日後となります。
ただし、中国人民元／円・韓国ウォン／円・インドルピー／円は原則7営業日後
となります。

※日本および取引した通貨の母国市場が祝祭日である場合、決済日が繰り下げられる場合
があります。

※プレオープン時間帯には約定は発生しません（例：成行注文は出せません）。
※サマータイム適用期間は3月第2日曜日～11月第1日曜日を指します。
※取引時間外の注文はすべて処理前の預かりの状態となり、プレオープン開始時に処理されます。
※取引時間中に出した注文を取引時間外に取消すると、プレオープン開始時に処理されます。
※取引時間中に出した決済注文を取引時間外に取消すると、次の決済注文がプレオープン開始時まで出せません。
※取引時間は海外市場の祝日等の理由で変更される場合があります。その際は、事前にホームページ等でお知らせ
いたします。

適用期間 曜日 プレオープン時間 開始時間 終了時間

米国ニューヨーク州
サマータイム非適用期間

月曜日 午前6:10～7:10 午前7:10 翌午前6:25

火～木曜日 午前7:45～7:55 午前7:55 翌午前6:25

金曜日 午前7:45～7:55 午前7:55 翌午前5:30

米国ニューヨーク州
サマータイム期間

月曜日 午前6:10～7:10 午前7:10 翌午前5:25

火～木曜日 午前6:45～6:55 午前6:55 翌午前5:25

金曜日 午前6:45～6:55 午前6:55 翌午前4:30

５）クロスカレンシー通貨

適用期間 曜日 プレオープン時間 開始時間 終了時間

米国ニューヨーク州
サマータイム非適用期間

月～木曜日 午後0:20～0:30 午後0:30 翌午前6:25

金曜日 午後0:20～0:30 午後0:30 翌午前5:30

米国ニューヨーク州
サマータイム期間

月～木曜日 午後0:20～0:30 午後0:30 翌午前5:25

金曜日 午後0:20～0:30 午後0:30 翌午前4:30

４）インドルピー／円
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総合コース概要

報告書 郵送交付 ・・・ 取引報告書
建玉報告書
入出金・預り残高報告書
月次報告書
取引説明書
年間損益報告書

費用 口座設定費用 無料・・・

口座維持費用 無料・・・

報告書作成費用 無料・・・

コース内容

相場情報を含めた運用アドバイスをいたします。

取引ごとの報告書を郵送いたします。

お電話で注文をお受けします。
※インターネットを使いお客様ご自身でお取引いただくことも可能です。

情報提供
（2012年1月現在）

①口座設定後１ヶ月間ご入金が無い場合、
②お預かり残高が3ヶ月連続で20万円を割り込み、且つその期間中お取引が無い場合

※以下の項目に該当する場合は本サービスのご利用を停止させていただきます。

① e-profitFX （リアルタイム情報ツール）

② Ｗｉｎ-Station （テクニカルに特化した相場分析ツール）

※利用条件、提供解除条件がございます。詳細はカネツFX証券(株)コンサルティング部にお問い
合わせください。

ご希望のお客様には以下の情報ツールを提供しています。

※ 「 総合コースに関る取引報告書等の電子交付に関する同意書 」にご

同意いただいた場合は、年間損益報告書以外は電子交付となります。

手数料 １，０５０円（税込、１枚あたり片道）
うち媒介手数料 ７３５円

※手数料はお取引ごとに徴収いたします。お預り証拠金からの控除は翌銀行営業日に
反映します。

※総合コースでは、日計り取引に該当した場合、決済手数料はいただきません。（日計
り取引とは、1取引日の取引時間中に、新規にポジションを建てる取引とそれを決済す
る取引の両方を行い、日々損益が確定する取引形態です。 ）



インターネットコース概要
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報告書 電子交付 ・・・ 取引報告書
建玉報告書
入出金・預り残高報告書
月次報告書
取引説明書

年間損益報告書郵送交付 ・・・

費用 口座設定費用 無料・・・

口座維持費用 無料・・・

報告書作成費用 無料・・・

必要な環境 ＯＳ Windows XP、Windows VISTA

ブラウザ Internet Explorer6.0(SP1)以上
MozillaForefox2.0以上

ソフトウェア SunJavaランタイム1.6以上
AdobeAcrobat reader7.0以上

・・・

・・・

・・・

※現時点で、Windows7は動作保証外となっております。カネツFX証券で確認した範囲では正常に動作いたしておりま
すが、取引所より正式な発表が出されるまでは、動作保証するものではありません。

コース内容 インターネットを使い、お客様ご自身でお取引ください。

取引画面より報告書をご覧ください。

お客様の通信障害時に限り、お電話でご注文をお受けいたします。
この際の手数料は420円（税込、１枚あたり片道、うち媒介手数料294円）となります。

情報提供
（2012年1月現在）

①口座設定後１ヶ月間ご入金が無い場合、
②お預かり残高が3ヶ月連続で20万円を割り込み、且つその期間中お取引が無い場合

※以下の項目に該当する場合は本サービスのご利用を停止させていただきます。

① e-profitFX （リアルタイム情報ツール）

② Ｗｉｎ-Station （テクニカルに特化した相場分析ツール）

※利用条件、提供解除条件がございます。詳細はカネツFX証券(株)コンサルティング部にお問い
合わせください。

ご希望のお客様には以下の情報ツールを提供しています。

手数料 ２１０円（税込、１枚あたり片道）
うち媒介手数料 １４７円

※手数料はお取引ごとに徴収いたします。お預り証拠金からの控除は翌銀行営業日に
反映します。
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お客様限定情報 (カネツFX証券)

NEWSPRESS

カネツFX証券では月間相場情報誌「FX NEWS PRESS」を
発行しております。テクニカル分析を中心に毎月の相場見
通しや予想レンジを掲載しております。

メールマガジン

メールアドレスをご登録いただくと、毎朝、「主な経済指標の発表スケジュール」と売買ポイントの目安となるテ
クニカル指標「ピボット指数」を送信いたします。配信時間は月～金午前8:30前後となります。また、相場変動時
には不定期で「一言ニュース」を送信いたします。メールマガジン登録はホームページよりご登録いただけます。

当日発表される主な経済指標の発表予定時間と市場予想値をお届けいたします。ファンダメンタルズ分
析の一助にお役立てください。

主な経済指標の発表スケジュール

ピボット指数はデイトレード向けのテクニカル指標で、一日の予想レンジや売買ポイントの目安となりま
す。本メールマガジンでは、くりっく365における取引量トップ4通貨ペア（米ドル円・ユーロ円・英ポンド円・
豪ドル円）のピボット指数を送信いたします。

ピボット指数

為替相場が大きく変動した場合、その時の為替情報をメールにて送信いたします。配信時間は月～金
曜日の9:00～21:00です。

※一言ニュース送信のタイミングは当社の独自の判断によりますのでご了承ください。

一言ニュース

主な掲載内容

• 主要７通貨ペアの相場見通し

• 当月の経済指標発表スケジュール

• 前月の相場検証

• ピックアップ注目材料

掲載内容は予告無しに変更されることがございます。
ご了承ください。

本情報に記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について保証するものではありません。このような情報
にはカネツFX証券により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用ください。
本情報の中で述べられている意見は、表示の日付のカネツFX証券の判断であり、予告無しに変更されることがあります。記載内容
は同意を得た場合を除き、他社に開示することはできません。お取引にあたっては取引説明書をよく読みご自身の判断で行ってくだ
さい。
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カネツFX証券セミナーのご案内

カネツFX証券では全国各地で無料セミナーを開催しております。投資初心者から中級者まで楽しんでいた
だけます。セミナーの開催予定日やお申込みは当社ホームページをご覧ください。

グッドチョイスセミナー

カネツFX証券セミナールームにて、お一人様から参加できます。日付
や時間だけでなく、セミナーテーマまでお客様が自由に選択することが
出来ます。わずかでも空いた時間にお越しいただければその瞬間が
「お客様専用のセミナー」となります。

実践セミナー

著名な講師を招き、ファンダメンタルズ分析からテクニカル分析、さら
に口座管理の手法など、投資全般について勉強できます。投資を始め
てみたけれどうまくいかない、利益が思ったほど伸びないなどでお悩み
のかた、全国で開催しておりますので是非ご参加ください。

レベルアップセミナー

東京金融取引所にて定期的に開催しております。取引所内部に設置
されたセミナーブースでは、お客様のご要望にお応えするテーマ別の
各種セミナーをご用意しております。尐人数制となっておりますので、お
気軽にご質問ください。

※各セミナーはカネツFX証券取扱いの金融商品取引の契約等の締結を勧誘する目的がございます。
※各セミナーご参加には必ず事前のお申し込みが必要です。
※ カネツFX証券の判断によりセミナーへのご参加をお断りする場合がございます。なお、お断りする理由等につきましてはご説明
はいたしかねますので予めご了承ください。

※各セミナーには定員がございます。詳細は当社ホームページよりご確認ください。



e-profitFXのご案内

カネツFX証券ではお客様向けマーケット情報として、オーバルネクスト社提供の「e-profitFX」のご提供をしており
ます。「e-profitFX」は、公設の取引所である東京金融取引所のくりっく365相場をリアルタイムにご提供するサー
ビスです。レート情報だけでなく、市況、チャートなど、お客様のお取引にお役立て頂ける情報を取りそろえていま
す。 カネツFX証券ではe-profitFXダウンロード版、WEB版、モバイル版を用意しております。

くりっく365の取引レートをリアルタイムで配信していま
す。自分の好きな通貨ペアをピックアップすることも可能
です。

リアルタイムレート配信

▲くりっく365レート

カスタマイズ機能付チャート

移動平均線・一目均衡表・相対力指数など充実したテ
クニカルチャート分析ツールのほか、チャートの期間や
色合いなどの詳細設定も行えます。あなただけのオリジ
ナルチャートにカスタマイズできます。

▲多様なテクニカルチャート

充実のマーケット情報

各市場のマーケット市況や国際情勢ニュース、統計情
報など、24時間動き続ける金融市場の動向をカバーす
る豊富な文字情報を提供しています。

シミュレーション売買機能

シミュレーション機能を使うことによって、チャート上に
売買シグナルを表示することができます。収益率などの
結果も表示されますので、最適な組み合わせを見つけ
てください。

▲シミュレーション機能

モバイルでも相場をチェック！

携帯電話からも「e-profitFX」をご利用いただけます。
もちろん、docomo、SoftBank、auの3キャリア対応。レー
ト情報、市況、チャートなど外出先でも相場をチェックで
きます。

「e-profitFX」「e-profitFX mobile」及び「e-profitFX Web」に掲載
されている情報の著作権は、（株）オーバルネクスト及び各情報
提供会社に帰属しており、無断で使用（転用・複製等）すること
を禁じます。提供している情報の内容に関しては万全を期して
おりますが、その内容を保証するものではありません。また、こ
れらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、カネツ
FX証券は一切の責任を負いません。

２５



カネツＦＸ証券(取引参加者）の概要

会社概要

アクセス

ローソン久松小

久松署

明治座

ミニストップ

はなの舞

A４

人形町駅

浜町駅

A３ B２

１

馬喰町駅

馬喰横山駅

東日本橋駅

A１

カネツFX証券株式会社
中央区日本橋久松町１２－８
日本橋久松町東誠ビル７Ｆ

清

洲

橋

通

り

新 大 橋 通 り

江 戸 通 り

都営新宿線 馬喰横山駅Ａ３出口より徒歩３分
都営浅草線 東日本橋駅Ｂ２出口より徒歩３分
日比谷線 人形町駅Ａ４出口より徒歩５分

２６

会 社 名 カネツFX証券株式会社

本社所在地 〒103-0005

東京都中央区日本橋久松町12－8日本橋久松町東誠ビル7Ｆ

TEL ： 03-6861-8181

URL ： http://www.kanetsufx.co.jp

設 立 2005年12月

資 本 金 4億4000万円

業 務 内 容 取引所為替証拠金取引の受託
取引所株価指数証拠金取引の受託等

代 表 者 代表取締役会長兼社長 若林正俊

登 録 番 号 関東財務局長（金商）第282号

加入取引所 株式会社東京金融取引所

加 入 団 体 （社）金融先物取引業協会
日本証券業協会
日本投資者保護基金

株 主 カネツホールディングス株式会社

N
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個人情報の利用目的 （カネツFX証券）

当社は、「個人情報の保護に関する法律」、その他の個人情報保護に関する法令諸規則及びガイドライン、認定個
人情報保護団体の指針及び規則並びに当社の定める個人情報保護宣言に従い、以下の利用目的の達成に必要な
範囲内で、お客様の個人情報を利用いたします。

１． 当社の取り扱う金融商品取引に関する資料の提供、口座開設手続き並びに金融商品取引の受託及びその
サービスの申込の受付のため

２． 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認手続き等並びに当社の取り扱う金融商品取引及び
そのサービスをご利用いただく資格等の確認のため

３． 適合性の原則に照らした判断等、当社の取り扱う金融商品取引やそのサービスの提供にかかる妥当性の判断
のため

４． お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため

５． 取引報告書等やダイレクトメールの発送等、当社の取り扱う金融商品取引やサービスの事務処理を行うため

６． お取引の解約や解約後の事後管理のため

７． 当社の取り扱う金融商品取引並びに、それらに関する、セミナー、サービス及びキャンペーン等のご紹介のため

８． お問い合わせやご相談への対応並びに、苦情及び紛争の解決を図るため

個人情報保護宣言 （カネツFX証券）

当社は、お客様の個人情報の保護を重要な使命・義務と認識し、「個人情報の保護に関する法律」その他の個人
情報保護に関する法令諸規則及びガイドライン、認定個人情報保護団体の指針及び規則並びに、以下の個人情報
保護方針を遵守いたします。

１． 当社は、個人情報の収集にあたり利用目的を明確にするとともに、その目的範囲内で適切に取り扱います。

２． 当社は、個人情報に関する個人の権利を尊重し、開示、訂正、更新、その他の問合せについて適切な対応を行
います。

３． 当社は、お客様から同意いただいている場合や法令に基づき開示を請求された場合など正当な理由がある場
合を除き、お客様の個人情報を第三者に提供・開示いたしません。

４． 当社は、お客様の個人データを関連会社間で共同利用する場合がございます。

５． 当社は、勧誘の適正化を図るために窓口を設置しております。お客様からのご意見・ご要望は、内部管理責任
者（03-6861-8383）までご連絡ください。

６． 当社は、すべての役員・従業員に対し、個人情報保護の重要性を理解し、お客様の個人情報を適切に取り扱う
よう教育・啓蒙を行います。

７． 当社は、個人情報を取り扱う業務の遂行に当たっては、当該個人情報保護に適用される法令及びその他規範
を遵守します。

９． 以下の範囲において当社の関連会社間にて共同利用する場合

・共同利用する関連会社の範囲
カネツ商事株式会社及び大起産業株式会社

・共同利用する関連会社における利用目的
取り扱う金融商品取引並びに、それらに関するセミナー、サービス及びキャンペーン等の勧誘のため

・共同利用する個人データの範囲
氏名、住所、性別、年齢、職業、電話番号、及びメールアドレス、媒介取引に係る取引情報等

・個人情報に関する管理責任の帰属
管理責任は当社が有しております

カネツＦＸ証券(取引参加者）の概要（２）
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当社は、「金融商品の販売等に関する法律」に則り、金融商品の販売・勧誘にあたり常にお客様の信頼の確保を第
一義とし、次の項目を遵守いたします。

１． 当社は、お客様の本人確認をさせていただくとともに、お客様の知識と経験、資産の状況、投資目的、投資性向
等を十分把握したうえで、適切な勧誘を行います。

２． 当社は、お客様ご自身の判断でお取引いただくための、関係法令・諸規則等で義務づけられている書面等を交
付の上、商品の特性や仕組み等、十分ご理解いただけるよう適切な説明に努めます。

３． 当社は、お客様のご迷惑となる時間帯には電話や訪問による投資勧誘を行いません。勧誘に際し、ご迷惑な場
合はその旨を営業担当者にお申し出いただくか、内部管理責任者（03-6861-8383）までご連絡ください。

４． 当社は、お客様の信頼にお応えできるよう、常に知識技能の習得・研鑽に努めます。

５． 当社は、勧誘の適正化を図るために窓口を設置しております。お客様からのご意見・ご要望は、内部管理責任
者（03-6861-8383）までご連絡ください。

反社会的勢力との関係遮断に関する基本方針 （カネツFX証券）

当社は、健全な業務の遂行の確保並びに反社会的勢力の金融商品取引及び金融商品市場からの排除を図り、以
て資本市場の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、以下の項目を遵守します。

１． 当社は、反社会的勢力との関係を遮断し、取引関係を含め、一切の関係を持ちません。

２． 当社は、警察・暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と密に連携し、反社会的勢力の排除に
努めます。

３． 当社は、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、組織的に民事・刑事の両面から法的対応を行います。

４． 当社は、いかなる理由であろうと、反社会的勢力に対する資金の提供、その他一切の便宜の供与を行いません。

５． 当社は、お客様と従業員の安全確保のために必要な措置を講じます。

勧誘方針 （カネツFX証券）

【上記に関するお問い合わせ先】

カネツFX証券株式会社 業務管理部

〒103-0005

東京都中央区日本橋久松町12-8 日本橋久松町東誠ビル7F

電話番号 ： 03-6861-8383

受付時間 ： 9時～17時（祝日・休日を除く月～金曜日）

【個人情報に関する外部相談窓口】

日本証券業協会 個人情報相談室

電話番号 ： 03-3667-8427

H P ： http://www.jsda.or.jp/

カネツＦＸ証券(取引参加者）の概要（３）



カネツ商事(媒介業者）の概要

会社概要

アクセス

ローソン久松小

久松署

明治座

ミニストップ

はなの舞

A４

人形町駅

浜町駅

A３ B２

１

馬喰町駅

馬喰横山駅

東日本橋駅

A１

カネツ商事株式会社
中央区日本橋久松町１２－８
日本橋久松町東誠ビル４Ｆ

清

洲

橋

通

り

新 大 橋 通 り

江 戸 通 り

都営新宿線 馬喰横山駅Ａ３出口より徒歩３分
都営浅草線 東日本橋駅Ｂ２出口より徒歩３分
日比谷線 人形町駅Ａ４出口より徒歩５分

２９

会 社 名 カネツ商事株式会社

本社所在地 〒103-0005

東京都中央区日本橋久松町12－8日本橋久松町東誠ビル4Ｆ

TEL ： 03-3664-8686

URL ： http://www.kanetsu.co.jp

設 立 1953年7月

資 本 金 12億5000万円

業 務 内 容 取引所為替証拠金取引の委託の媒介
取引所株価指数証拠金取引の委託の媒介
商品投資関連業
商品先物取引業

代 表 者 代表取締役社長 若林正俊

登 録 番 号 関東財務局長（金商）第1582号

加 入 団 体 （社）金融先物取引業協会

株 主 カネツホールディングス株式会社

N
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プライバシーポリシー（カネツ商事）

カネツ商事株式会社（以下「当社」といいます）は、お客様の個人情報を適切に取扱い、保護していくことは、
重要な社会的責務であると考えています。当社では以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護に
関する法令その他の規範、ガイドライン及び社内規定等を遵守すると共に、当社の役員及び従業員に周知・徹
底を図り、その適切な管理・利用と保護に努めます。

平成２３年１０月１２日改定

1. 収集と利用目的
当社は、個人情報の利用目的を明示した上で、適正な方法により必要な範囲の情報を収集し、その目的
の範囲内で利用いたします。これらの情報は、法令に基づく審査、商品先物取引及び金融商品やその他新
商品等のご案内、資料・DMの送付及びお問合せに関するメール等の返信、それらに付随する情報･サー
ビスの提供、お取引に関する管理・報告及び連絡、セミナー等のご案内、その他採用選考等、業務上必要
な範囲内で利用いたします。

2. 第三者への提供
当社は、次の場合を除き、個人情報を第三者に開示・提供することはしません。
• お客様の同意を得ている場合
• 法令及び主務官庁等の要請により提供が必要と判断される場合
• お客様個人を特定識別できない状態で利用する場合
• お客様又は公共の利益のために必要であると考えられる場合
• 予め当社と秘密保持契約を締結している会社等に業務の遂行上、必要な限度において使用する場合
• 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合

3. 個人データの共同利用
当社は、お客様の個人データを関連会社等の間で共同利用する場合がございます。
• 共同利用を行う関連会社等の範囲

カネツＦＸ証券株式会社
• 共同利用する個人データの範囲

氏名、住所、性別、年齢、職業、電話番号、メールアドレス及び媒介取引に係る取引情報等
• 共同利用する個人データの利用目的

法令に基づく審査、媒介取引に関する管理・報告及び連絡、セミナーのご案内、資料送付等の情
報・サービス提供、お問合せに関する返信

• 管理責任の帰属
管理責任は当社が有しております。

4. 安全管理措置
当社は、保有する個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改竄または漏洩等を防止するため、合理的
な安全対策を講じます。

5. 改善措置
当社は、個人情報の取扱いに関する社会環境の変化に的確に対応するよう努めます。また、必要に応じ
て本方針、各種規定等の変更、修正、追加を行うなど、継続的に改善するよう努めます。

6. 開示、訂正、利用停止および苦情等への対応
当社保有個人データの開示、訂正、利用停止及び苦情等に関するご請求は、お手数ですが下記までお
申し出ください。ご請求者がご本人様であることを確認のうえ、適切かつ迅速に対応いたします。

カネツ商事(媒介業者）の概要（２）

【個人情報に関するお問い合わせ先】
カネツ商事株式会社 コンプライアンス部 個人情報管理課
〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町12-8 日本橋久松町東誠ビル4階
電話番号：03-3662-2150 受付時間：9時～17時（祝日・休日を除く月～金曜日）
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カネツ商事 (媒介業者）の概要（３）

お客様より当社にご提供されたご自身に関する情報の開示、利用の停止、訂正、削除（以下「開示等」という）
のご依頼があった場合には、以下の要領で対応させて頂きます。
１．開示等のお求めの手続が出来る方
・お客様ご本人
・お客様ご本人が委任した代理人（任意代理人）
・成年被後見人等の法定代理人
２．開示等の手続
・当社で定めた所定の申請書による手続きが必要です。詳しくはお問合せください。
３．開示等の費用
・開示請求…1件につき500円
・利用停止、訂正及び削除については、費用はかかりません。
４．その他以下の場合、開示等のお求めは受付いたしませんので、予めご了承願います。
・お客様ご本人又は代理人の本人確認が出来ない場合
・代理人によるご依頼に際して、代理権が確認出来ない場合
・依頼書類に不備があった場合
・開示のお求めで手数料のお支払いがない場合
・ご依頼のあった情報項目が当社保有個人データにない場合
・ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

・他の法令に違反することとなる場合

個人情報開示等のお求めに関する手続について（カネツ商事）
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カネツ商事 （金融商品仲介業者）の概要（４）

反社会的勢力との関係遮断に関する基本方針（カネツ商事）

カネツ商事株式会社（以下「当社」といいます）は、健全な業務の遂行の確保並びに反社会的勢力の排除を図り、
以て資本市場の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、以下の項目を遵守します。

1. 当社は、反社会的勢力との関係を遮断し、取引関係を含め、一切の関係を持ちません。

2. 当社は、警察・暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と密に連携し、反社会的勢力の排除

に努めます。

3. 当社は、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、組織的に民事・刑事の両面から法的対応を行いま

す。

4. 当社は、いかなる理由であろうと、反社会的勢力に対する資金の提供、その他一切の便宜の供与を行いま

せん。

5. 当社は、お客様と従業員の安全確保のために必要な措置を講じます。

当社は、金融商品の販売等（商品先物取引における受託契約の締結を含む。）に係る勧誘にあたっては、お客様の
信頼を確保することを第一義とし、関係諸法令・諸規則に則り、以下の方針にしたがって勧誘を行います。

1. お客様の知識・経験・財産の状況及び投資目的等に照らし、適切な勧誘を行うよう努めます。

2. 不確実な事項について断定的な判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げての

勧誘、損失の補填又は利益を保証しての勧誘は行いません。

3. お客様が迷惑を覚えるような方法での勧誘は行いません。

4. 金融商品の販売等に係る契約の締結を行わない旨の意思表示をした顧客並びにその勧誘を受けることを

希望しない旨の意思表示をした顧客に対し、勧誘を行いません。

5. お取引にあたっては、商品やリスクの内容などを適切かつ分かりやすく説明し、お客様にご理解いただける

よう努めます。

6. 当社社員はお客様の信頼と期待にお応えできるよう、本勧誘方針を徹底し、関係法令、規則及び関係団

体の自主規制規則等を遵守するとともに、商品知識の取得に努めます。

7. 金融商品の販売等に係る勧誘に関するお客様からのご意見・ご要望は、お取扱店若しくは本社管理部（電

話03-3669-6668）で、通常の営業時間内で承ります。

本勧誘方針は、平成20年12月1日より改正実施します。

勧誘方針 （カネツ商事）
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お問い合わせ

社団法人金融先物取引業協会

ＴＥＬ ： ０３－５２８０－０８８１
ＦＡＸ ： ０３－５２８０－０８９５

http：//www.ffaj.or.jp/
ffaj@ffaj.or.jp

：
：

ＵＲＬ
E-mail

金融商品取引苦情相談窓口

ＴＥＬ ： ０１２０－６４－５００５ （全国共通）

特定非営利活動法人

証券・金融商品あっせん相談センター
東京本部

大阪事務所

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13 第三証券会館

〒541-0041 大阪市中央区北浜1-5-5 大阪平和ビル

月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで
（振替休日を含む祝日及び12月31日～1月3日を除く）

受付時間 ・・・

〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町１２－８ 日本橋久松町東誠ビル７Ｆ
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第282号
加入団体 ： （社）金融先物取引業協会、日本証券業協会、日本投資者保護基金

カネツFX証券株式会社（取引参加者）

コンサルティング部

ＴＥＬ ： ０３－６８６１－８１８１
フリー ： ０１２０－９５－８１８１

ＵＲＬ ： http://www.kanetsufx.co.jp/
E-mail ： kawase@kanetsufx.co.jp

お客様相談窓口 (苦情・紛争の受付窓口)

当社では適正な勧誘が行われるよう、お客様相談窓口を設置しています。
ご意見・ご要望はお客様相談窓口（業務管理部）までご連絡ください。

ＴＥＬ ： ０３－６８６１－８３８３

FAX ： ０３－６８６１－８０８０ E-mail ： kanri@kanetsufx.co.jp

〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町１２－８ 日本橋久松町東誠ビル４Ｆ
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第1582号
加入団体 ： （社）金融先物取引業協会

カネツ商事株式会社（媒介業者）

本社営業部・各支店
フリー ： ０１２０－１３－８６８６ ＵＲＬ ： http://www.kanetsu.co.jp/

お客様相談窓口 (苦情・紛争の受付窓口)

当社では適正な勧誘が行われるよう、お客様相談窓口を設置しています。
ご意見・ご要望はお客様相談窓口（管理部）までご連絡ください。

ＴＥＬ ： ０３－３６６９－６６６８

FAX ： ０３－３６６２－３０５８ E-mail ： kanri@kanetsu.co.jp


